
条 例 見 直 し 調 書  

 作 成 年 度 平成 21年度 

条 例 名 神奈川県立フラワーセンター大船植物園条例 

条 例 番 号 昭和 39年神奈川県条例第 49号 法 規 集 第９編第１章第 13節 

所 管 部 局 室 課 環境農政部農業振興課 

条 例 の 概 要 花き園芸の振興、植物に関する知識の普及及び県民に植物に親しむ場を提供す

るための施設である神奈川県立フラワーセンター大船植物園の設置、管理等に関

し必要な事項を定めている。 

視  点 検  討  内  容 備   考 

必要性 

 

フラワーセンター大船植物園は、観賞植物等の収

集、増殖、展示等を行うことにより、花き園芸の振

興及び植物に関する知識の普及を図るとともに、併

せて県民に植物に親しむ場を提供するための施設で

あり、現在においても必要な施設である。 

この条例は、地方自治法第 244 条の２第１項の規

定に基づき、神奈川県立フラワーセンター大船植物

園の設置、管理等に関し必要な事項を定めるもので

あり、必要な条例である。 

 

有効性 フラワーセンター大船植物園は、年間平均 26万人

程度に利用されるとともに県内生産に適した優良な

樹種の増殖配布等を行うなど、花き園芸の振興及び

植物に関する知識の普及を図るとともに、併せて県

民に親しむ場を提供する施設として有効に機能して

いる。 

 

・入園者総数 

平成20年度 276,134名

平成19年度 303,146名

平成18年度 249,154名

平成17年度 273,462名

平成16年度 212,091名

・遵守事項違反に対する罰

則（過料）を設けること

により、円滑な管理が行

われている。 

・料金については、平成 21

年４月１日に改正済み。

効率性 フラワーセンター大船植物園は、清掃・除草業務

や入園料徴収・入園受付案内及び夜間警備等委託な

どについて、民間事業者への委託を実施し効率的な

運営に努めており、さらに効率的、効果的な運営を

行うため、現在、平成 18 年 11 月に策定した「フラ

ワーセンター大船植物園の見直しの基本方向」に沿

って見直しを進めている。 

 

基本方針適
合性 

フラワーセンター大船植物園は、県の総合計画で

ある「神奈川力構想」に基づき運営するとともに、

平成 18 年 11 月に策定した「フラワーセンター大船

植物園の見直しの基本方向」に沿って見直しを進め

ている。 

 

適法性 地方自治法上の公の施設として必要な事項を定め

ている条例であり、憲法、法令に抵触しない内容で

ある。 

 

検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討 

その他   

理    由 特 記 事 項 

現 在 で も

必 要 な 条

例か。 

現 行 の 内

容 で 課 題

が 解 決 で

きるか。 

現 行 の 内

容 で 効 率

的 と い え

るか。 

県政の基本
的な方針に
適合してい
るか。 

見

直

し

結

果 

 

改正・廃止の必要はない。 

 

改正・廃止を検討する。 

 

 現行条例の運用上の課題は見

受けられず、現時点では、改正・

廃止の必要はない。 

 

次回見直し予定 平成 26年度 見直し規定の有無     有  無 

憲法、法令

に 抵 触 し

ないか。 

 


